
富 士 宮 市 ホ ー ム ス テ イ ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 制 度 実 施 要 領  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、本 市 の 姉 妹 都 市 、友 好 提 携 都 市 及 び 関 係 団 体 か ら ホ ー

ム ス テ イ の 受 入 要 請 が あ っ た 際 の 速 や か な 受 入 体 制 の 整 備 を 図 る た め 、

ホ ー ム ス テ イ の 受 入 れ を 希 望 す る 者 の 登 録 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 の

定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  ホ ー ム ス テ イ  外 国 人 が 日 本 の 家 庭 に 滞 在 し 、 日 本 の 文 化 及 び 生 活

習 慣 を 体 験 す る こ と を い う 。  

⑵  ゲ ス ト  ホ ー ム ス テ イ を 行 う 外 国 人 を い う 。  

（ 登 録 の 対 象 ）  

第 ３ 条  登 録 の 対 象 と な る 者 は 、 次 に 掲 げ る 要 件 の 全 て を 満 た す も の と す

る 。  

⑴  富 士 宮 市 又 は 富 士 市 に 居 住 し て い る こ と 。  

⑵  ２ ０ 歳 以 上 の 者 で あ る こ と 。  

⑶  単 身 世 帯 で な い こ と 。  

⑷  ホ ー ム ス テ イ の 受 入 れ に つ い て 、 同 居 す る 世 帯 員 全 員 の 同 意 を 得 て

い る こ と 。  

⑸  ゲ ス ト に 対 し 、 宿 泊 に 必 要 な 部 屋 を 提 供 で き る こ と 。  

⑹  ゲ ス ト の 滞 在 中 に お い て 、 １ 日 ３ 回 の 食 事 を 提 供 で き る こ と 。  

⑺  ゲ ス ト を 自 家 用 車 で 送 迎 す る こ と が で き る こ と 。  

（ 登 録 の 申 込 み 及 び 決 定 ）  

第 ４ 条  登 録 を 希 望 す る 者 は 、 富 士 宮 市 ホ ー ム ス テ イ ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 申

込 書 （ 別 記 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 申 請 が あ っ た と き は 、 市 長 は 、 こ れ を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と

き は 、 登 録 の 決 定 を 行 う も の と す る 。  

（ 登 録 の 期 間 及 び 更 新 ）  

第 ５ 条  登 録 の 期 間 は 、 登 録 日 の 属 す る 年 度 の 初 日 か ら ２ 年 間 と す る 。  



２  前 項 の 期 間 が 満 了 し た 場 合 、登 録 者 は 、登 録 の 更 新 を 行 う も の と す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 登 録 の 更 新 は 前 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 登 録 の 取 消 し ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 登 録 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 登 録 の

決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  登 録 者 か ら 登 録 取 消 し の 申 出 が あ っ た と き 。  

⑵  登 録 者 が 連 絡 不 能 と な っ た と き 。  

⑶  そ の 他 登 録 者 と し て 不 適 格 と 市 長 が 認 め た と き 。  

（ 遵 守 事 項 ）  

第 ７ 条  登 録 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  ゲ ス ト の 人 権 を 侵 害 し 、又 は そ の お そ れ の あ る 言 動 を と ら な い こ と 。 

⑵  ゲ ス ト を 尊 重 し 、 公 平 で 平 等 な 関 係 を 築 く よ う 努 め る こ と 。  

⑶  活 動 中 に 知 り 得 た ゲ ス ト に 関 す る 情 報 及 び 他 の 登 録 者 に 関 す る 情 報

を 許 可 な く 第 三 者 に 漏 ら さ な い こ と 。  

⑷  ゲ ス ト に 法 令 を 遵 守 さ せ る こ と 。  

⑸  ゲ ス ト の 宗 教 的 な 制 限 等 の 生 活 習 慣 を 尊 重 す る こ と 。  

⑹  活 動 中 に 不 測 の 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、 直 ち に 適 切 な 措 置 を 講 じ 、

並 び に 市 又 は 関 係 者 に 報 告 を 行 い 、及 び そ の 者 か ら の 指 示 に 従 う こ と 。 

⑺  登 録 内 容 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 速 や か に 市 長 に 報 告 す る こ と 。  

（ 活 動 の 禁 止 ）  

第 ８ 条  登 録 者 は 、 ゲ ス ト に 対 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 活 動 を 行 っ て は な ら

な い 。  

⑴  営 利 を 目 的 と す る 活 動  

⑵  政 治 又 は 宗 教 に 関 す る 活 動  

⑶  公 共 の 安 全 及 び 秩 序 又 は 善 良 な 風 俗 を 害 す る お そ れ の あ る 活 動  

⑷  特 定 の 個 人 又 は 団 体 の 利 害 に 著 し い 影 響 を 及 ぼ す お そ れ の あ る 活 動  

２  前 項 に 規 定 す る 活 動 を 行 っ た 事 実 を 確 認 し た と き は 、 市 長 は 、 登 録 者

の 登 録 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ 費 用 負 担 ）  

第 ９ 条  ホ ー ム ス テ イ に 要 す る 費 用（ 土 産 の 購 入 等 の 個 人 的 な 経 費 を 除 く 。）



は 、 登 録 者 が 負 担 す る も の と す る 。 た だ し 、 ゲ ス ト の 意 思 に よ り 、 ゲ ス

ト が ホ ー ム ス テ イ に 要 す る 費 用 の 全 部 又 は 一 部 を 負 担 す る こ と を 妨 げ な

い 。  

 （ 危 険 負 担 ）  

第 １ ０ 条  登 録 者 が 活 動 中 に 被 っ た 損 害 に つ い て 、 市 は 賠 償 の 責 を 負 わ な

い も の と す る 。  

２  登 録 者 は 、 ゲ ス ト を 受 け 入 れ る 際 に 、 事 前 に 傷 害 保 険 等 に 加 入 す る よ

う 努 め る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 市 長 が

別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 市 民 部 長 決 裁 の 日 （ 令 和 ３ 年 ５ 月 １ ７ 日 ） か ら 施 行 す る 。  

 


